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 「タワマン節税」のルール変更で「需要や価格に 
 影響が出る」と考える不動産投資家は7割以上に 
 2024年1⽉からのルール変更を前に、投資家約150⼈に影響度調査を実施 

 本リリースのポイント 
 ‧2024年1⽉1⽇から、タワーマンションの相続税評価額に関する算定⽅法が変更となる 
 ‧不動産投資家の7割が「新ルール適⽤でタワーマンションの需要‧価格に影響があると思う」と回答 
 ‧投資家からは「従来の2倍に相続税評価額が上昇し、相続税対策としてのメリットが減る」「⾼層階 
 の買い控えが多少は起こると思う」などの意⾒が挙がった 
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 国内最⼤の不動産投資プラットフォーム「楽待（  https://www.rakumachi.jp/  ）」を  運営する株式会社 
 ファーストロジック（本社：東京都中央区、東証スタンダード上場、証券コード：6037）は、「『タ 
 ワマン節税』のルール変更に伴う影響度調査」を⾏い、不動産投資家約150⼈から回答を得ました。 
 投資家の7割以上が「タワマンの需要や価格に影響が出ると思う」と回答しており、新ルールの適⽤が 
 及ぼす市場への動向が注⽬されています。 

https://www.rakumachi.jp/
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 「タワマン節税」とは 
 タワーマンションを使った節税、いわゆる「タワマン節税」とは、富裕層などが相続税の節税を⽬的 
 に、タワーマンションなどの⾼層物件を購⼊する節税スキームです。現⾦で相続すると多額の相続税 
 がかかりますが、現⾦を不動産にしておくことで相続税評価額が下がり、これが相続税の節税になり 
 ます。不動産の相続税評価額は⼟地と建物で決まりますが、⼾数の多いタワーマンションだと1⼾あた 
 りの⼟地の持ち分が⼩さくなるため、節税の効果がより⾼まります。特に⾼層階ほど、市場における実 
 勢価格と相続税評価額の乖離が⼤きくなってより⾼い節税効果を⽣んでおり、こうした「タワマン節 
 税」が過度な節税対策として問題視されていました。 

 ルール変更の経緯 
 2022年4⽉、相続税評価額が実勢価格より低すぎるとして国税当局が追徴課税したことの是⾮が争われ 
 た裁判で、最⾼裁は「ほかの納税者との間で、看過しがたい不均衡を⽣じさせ、実質的な租税公平に 
 反する」などとし、実態にもとづいて課税することを認めた形とする判決を出しました。 
 （※楽待新聞記事「『伝家の宝⼑』は適法、不動産相続巡る裁判で相続⼈側が敗訴」は  こちら  から） 
 判決を受け、政府は有識者会議を設置し、2024年1⽉1⽇以降の相続税評価額の⾒直しを決定。相続税 
 の評価が実勢価格の6割程度に引き上げられることになり、これまでより節税の幅が⼩さくなります。 

 新ルール適⽤についての投資家の反応は？ 

https://www.rakumachi.jp/news/column/290915
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 「新ルールの適⽤によって、タワマンの需要や価格に影響が出ると思いますか？」  という質問に対し 
 て、最も多かったのは  「多少は影響が⽣じると思う」  で  58.2％  でした。  「かなり影響が⽣じると思 
 う」  は  13.7％  で、両者を合わせて71.9％が「影響が⽣じると思う」を選んだ結果になりました。 
 ⼀⽅で  「あまり変わらないと思う」  が  21.6％  で、  「全く変わらないと思う」  が  6.5  ％となり、両者を合 
 わせると「変わらないと思う」が28.1％でした。 

 実際に相続税対策でタワーマンションを購⼊したことがある投資家で「かなり影響が⽣じると思う」 
 と回答した⼈は、その理由について  「従来の2倍に相続税評価額が上昇し（※）、相続税対策としての 
 メリットが減るため」  としています。また  「⾼層階の買い控えが多少は起こると思う」  と推察する⼈ 
 もいました（※⾒直し前と後の相続税評価額の差は、物件によって異なります） 
 ⼀⽅、「あまり変わらないと思う」と回答した投資家は、  「今までがおいしすぎただけで、税法上少 
 し厳しくなるがまだまだタワマン節税のメリットはあると思う」「節税効果が低くなっても、投資物 
 件としての意義はあるし、⽴地的に優れたところにあるなら投資価値は⾼いと思われる」  といった意 
 ⾒が挙がりました。 
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 その他、ルール変更⾃体について、  「相続税評価額が実勢価格と⼤きく乖離しているものについて 
 は、歪みが補正される⽅向となるのは仕⽅ないと思う。結局はいたちごっこの側⾯もある」「新たな 
 バブルを⽣み出さずに済んだ」  など意⾒もありつつ、  「相続税対策がやりにくくなることは⼤変悲し 
 い。早い段階から計画的に財産分与の準備などが必要」  といった意⾒もありました。 
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 アンケート調査の概要 
 ‧調査機関：株式会社ファーストロジック 
 ‧調査⽅法：「楽待」のユーザーに対しWEB アンケートを実施（有効回答者数153⼈） 
 ‧調査機関：2023年11⽉8⽇〜16⽇ 
 ‧データ利⽤：本記事に公開しているデータは無償でご利⽤いただけますが、出典の明記をお願いし 
 ます（出典例：不動産投資プラットフォーム「楽待」を運営する株式会社ファーストロジック調べ） 

 【不動産投資の「楽待」概要】 
 2006 年 3 ⽉に開設した「楽待」は、⽉間 168 万⼈が訪れる、使いやすさ‧利⽤者数‧掲載物件 
 数‧No.1(*1)の不動産投資プラットフォームです。全国 4900 社の不動産会社が毎⽇物件情報を 
 登録しており、ユーザーは⾃⾝の希望条件で絞り込んで、⽬当ての物件を探すことができます。 
 また、不動産投資専⾨メディア「楽待新聞」を通じ、業界のニュースや不動産投資の成功談‧失 
 敗談などを発信。公式 YouTube「不動産投資の楽待（らくまち）」はチャンネル登録者数 44.9 
 万⼈、総再⽣回数は 2 億 1400 万回にのぼります。（2023 年 12 ⽉時点） 
 不動産業界の DX（デジタルトランスフォーメーション）を促進するため、2020 年 6 ⽉には、不 
 動産会社とオンライン通話ができる「ビデオ通話」機能もリリースしました。更に 2022 年 6 ⽉に 
 は有料会員サービス「楽待プレミアム」を開始。登録することで、業界初(*2)の独⾃機能「賃貸経 
 営マップ」やプレミアム会員限定動画が⾒放題になります。 

 「公正な不動産投資市場を創造する」というビジョンのもと、不動産投資家‧加盟不動産会社の 
 双⽅にとって使いやすい機能やサービスの提供に努めてまいります。 

 【会社概要】 

 社名：株式会社ファーストロジック 
 URL：https://www.firstlogic.co.jp/ 
 上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037） 
 本社：東京都中央区⼋丁堀三丁⽬3番5号 住友不動産⼋丁堀ビル5階 
 設⽴：2005年8⽉23⽇ 
 事業内容：国内最⼤の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営 
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 【本件の問い合わせ】 
 株式会社ファーストロジック広報担当 
 携帯電話：080-4775-3086（⾦⼦）∕080-4129-5743（尾藤） 
 固定電話：03-6833-9438 
 E-mail：  rakumachi@firstlogic.co.jp 

 *1『物件数 No.1』：⽇本マーケティングリサーチ機構調べ（2022年12⽉） 
 『使いやすさ No.1』：ゴメス‧コンサルティング調べ（2022年12⽉） 
 『利⽤者数 No.1』：⾃社調べ（2022年12⽉） 
 *2 ⾃社調べ（2023 年 4 ⽉） 
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